
千葉県袖ケ浦福祉センター養育園及び更生園における 

虐待又はその疑義の状況について 
 

平成 26 年 1 月 16 日現在 

虐待類型 
障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律

（平成 23年法律第 79 号）の定義 
虐待 疑義 

身体的虐待 
（暴行） 

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行

を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 
《法 2 条 7 項 1 号》 

● 
10 人 

△ 
4 人 

性的虐待 
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつ

な行為をさせること。《法 2 条 7 項 2 号》 
◆ 

2 人 
△ 

0 人 

心理的虐待 
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差

別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。《法 2 条 7 項 3 号》 

◆ 
3 人 

△ 
0 人 

ネグレクト 

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該

障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用す

る他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービス

の提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の

行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく

怠ること。《法 2 条 7 項 4 号》 

◆ 
0 人 

△ 
0 人 

経済的虐待 
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財

産上の利益を得ること。《法 2 条 7 項 5 号》 
◆ 

0 人 
△ 

0 人 
合計 15 人 4 人 

不適切な支援 
上記の定義に直接的には該当しないものの、度が過ぎれば上記に該当し得る不適切な

行為。軽く叩く、過剰に抑えるなどの行為が当たり得る。 
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虐待 

●身体的虐待（暴行） 

 １０名（A～E、J～N） 

◆性的虐待  ２名 

◆心理的虐待 ３名 

虐待確認者数 合計１５名 

資料５ 



支援の困難な重度児童・

千葉県袖ケ浦福祉センター養育園及び更生園の概要並びに虐待又はその疑義の状況について

施設名
入所者

（H25.12.1現在）

職員数
25.12.1現

在

虐待又はその疑義の状況　＜●：（暴行（身体的虐待））、◆：その他の虐待 / △：疑義＞

今般の一連の立入検査関係 その他事故報告書関係　（※数字は年度。Hは平成）

２寮 13名
行動障害、自閉的傾向を有す
る男子児童

13名
●５名（Ａ～Ｅ）（H23～25）殴る、蹴る等
△４名（Ｆ～Ｉ）（H23～25）首を絞める、殴る、蹴る等

●１名（Ｋ）（H19）引っ掻き
△１名（Ｆ）（H23）火傷

養
育
園

１寮 20名
重度で病虚弱・厚介護を要す
る男子児童

15名
△1名（Ｅ）（H24）げんこつ
△1名（Ｇ）（H25）蹴る

３寮 18名
支援の困難な重度児童・
ADHD・触法行為等を有する
女子児童

17名

※表記のアルファベット記号は身体的虐待(暴行）に付している。

計 78名 62名
※このほか、施設長(1)、マネージャー(1)、サブマネージャー(1)、事務員(1)、支援員(1)、看護師(1)、栄養士(1)、契約社員(1)の
　計8名を加えると、合計70名となる。

５寮
（さくら荘）

6名
中軽度児童で、将来地域生活
移行を希望する男子児童

7名

４寮 21名
支援の困難な重度児童・
ADHD・触法行為等を有する
男子児童

10名 ●１名（Ｎ）（H17）胸を突く、蹴る、突き倒す



施設名
入所者

（H25.12.1現在）

職員数
25.12.1現

在

虐待又はその疑義の状況　＜●：（暴行（身体的虐待））、◆：その他の虐待 / △：疑義＞

今般の一連の立入検査関係 その他事故報告書関係　（※数字は年度。Hは平成）

（さつき
寮）

◆1名（H21）　こぶしを顔に突き出し威嚇 ◆1名（H22）威圧的言動
(ひまわり荘)

●1名（Ｍ）（H21）エビ固め ◆２名（H18）入浴支援時の性的嫌がらせ４班

２班
12名

（竹寮）

３班

（楓寮）

第
２
支
援
グ
ル
ー
プ

１班
3名 主に強度行動障害を有する男性

66名

３班
17名

　主に強度行動障害を有する者
　女性

△１名（Ｊ）（Ｈ20、22）ビンタ、首に肘打ち(そよか
ぜ荘)

9名 主に強度行動障害を有する男性
△1名（Ｊ）（H24）体当たり
●1名（Ｊ）（H25）引っ掻き

２班
更
生
園

第
１
支
援
グ
ル
ー
プ

１班
13名 　介護度が高く、病虚弱等特

　別な健康管理を必要とする
　男性（１班）、女性(２班）

13名
高齢、精神疾患、身体機能低
下の著しい等の男性

●1名（Ｌ）（H19）利用者への暴行（利用者の右額に擦過傷）
（松寮）

４班
12名 主にこだわりのある自閉症等の男性

55名

（桧寮）

虐待(暴行）確認者等数
（平成２６年１月１６日現在）

虐待(暴行）確認者数：１０名（Ａ～Ｅ、Ｊ～Ｎ）
　心理的・性的虐待確認者数：５名
　性的、心理的虐待を含め虐待(暴行）確認者数　計１５名
　虐待疑義者数：４人（Ｆ～Ｉ）

◆1名（Ｇ）（Ｈ25）暴言

計 91名 121名 育休含む　※このほか、施設長(1)、事務員(2)、栄養士(1)の計4名を加えると、合計125名となる。

ア
ド
バ
ン
ス

な
が
う
ら

75名

高齢、障害の状態により、特
別な支援や健康管理を必要と
する男性又は女性(比較的中
軽度）

43名

12名 行動障害を有する男性
●1名（Ｍ）（H21）エビ固め
●1名（Ｎ）（H23）床に横にし足を椅子の上で抑える

◆２名（H18）入浴支援時の性的嫌がらせ
●1名（Ｍ）（H18）蹴る

４班
（わか
ば寮）


